
第７回期⽇・報告会⽤資料

原告ら訴訟代理⼈弁護⼠ 半⽥⻁⽣
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⾃⼰紹介①

 半⽥⻁⽣（ハンダトライ）
〜好きなもの、こと

国内旅⾏、ドライブ、旅⾏計画、温泉、⽇本酒、クラフトビール等
 略歴
ー１９９４年１０⽉⽣まれ
…横浜⇒シンガポール⇒岩⼿⇒相模原⇒⼋王⼦

ー２０１９年９⽉ 司法試験合格（環境法選択）
ー２０１９年１２⽉〜 司法修習（７３期） ＠盛岡
ー２０２０年１２⽉ 弁護⼠登録

 弁護⼠法⼈まちだ・さがみ総合法律事務所所属
（２０２１年１⽉から）
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⾃⼰紹介②

弁護団事件
ー横須賀⽯炭訴訟
ーストップ・リニア︕訴訟

〜２０２０年１２⽉１⽇中間判決・却下判決
〜現在、東京地裁と東京⾼裁に係属中

★環境影響評価（アセス）の瑕疵が争点のひとつ︕

ーアスベスト訴訟
〜２０２１年５⽉１７⽇最⾼裁判決
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⾃⼰紹介③ 弁護団参加の経緯
 司法試験合格後
・東京合同法律事務所の学習会に参加
・久保⽥明⼈弁護⼠が「環境ロイヤーとしての働き⽅」を紹介
⇒その中で、横須賀⽯炭訴訟についての紹介

・第⼀回期⽇の報告会参加

 司法修習中
・司法修習⽣が主催するシンポジウムで、環境問題の分科会企画
⇒⼩島延夫弁護⼠に講師依頼

 弁護⼠登録後
・⼩島延夫弁護⼠からお誘い
・第６回⼝頭弁論期⽇傍聴
⇒参加
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意⾒陳述（被告の不誠実な訴訟態度に
ついて）の概要
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被告の認否が法曹実務から乖離していること
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そもそも「認否」とは︖
⺠事訴訟規則８０条１項
「答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載する
ほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁
事実を具体的に記載」

相⼿⽅の主張する事実を認めるか、認めないか、知
らないか明らかにする
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⾃⽩原則
⺠事訴訟法１７９条
「裁判所において当事者が⾃⽩した事実及び顕著な
事実は、証明することを要しない。」

弁論主義第２テーゼ（⾃⽩原則）
「当事者に争いのない事実は証拠調べなしに裁判の
基礎にしなければならないという原則」

⇒相⼿⽅が認めた事実は⽴証する必要がない︕
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⽴証責任
裁判の対象は、⾏政処分（確定通知）の違法性

⇒⾏政処分は様々な主体の法律関係に影響するため、法律関
係を早期に安定化させる必要がある。そこで、⾏政処分は取
消訴訟によって取り消されるまでは当該⾏政処分は有効なも
のとして取り扱われる。
〜取消訴訟の排他的管轄、公定⼒

原告は、⾏政処分の違法性を基礎付ける様々な事実を主張
⇒⽴証責任は原告にある
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認否の訴訟上の意義
原告が⽴証すべき事実と⽴証しなくてもよい事実を区別し、
争点をあぶりだす
⇒認否＋⾃⽩原則による争点縮⼩効

争点整理⼿続き導⼊の趣旨
⇒裁判所と当事者の間で主要な争点と重要な証拠について共
通の認識を得て、争点に的を絞った集中的な⼈証を⾏うこと
で適切かつ迅速な紛争解決を図る
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被告の認否が法曹実務から乖離していること①

 ⺠事訴訟規則７９条３項
準備書⾯において相⼿⽅の主張する事実を否認する場合には、

その理由を記載しなければならない。

 ちなみに…
訴訟のルールを定めた法律は、⺠事訴訟法、刑事訴訟法、⾏政事
件訴訟法、会社法などがある。本件は「⾏政事件」だが、⾏政事
件訴訟法に書いていないことは⺠事訴訟法が準⽤される。そし
て、⺠事訴訟についての詳しいルールを定めているのが「⺠事訴
訟規則」である。これは最⾼裁判所が定めている。
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たとえば…

第⼀段落のうち、○○であることは認め
るが、その余は否認する。被告は××を
していない。



被告の認否が法曹実務から乖離していること②
被告の認否の⼀例（被告準備書⾯⑶の７⾴）

「⽯炭⽕⼒発電所の発電⽅式に関する記載は認
め、その余は否認する。」

⇒訴状（１３⾴）の請求の原因「第４の３⑴」に
対して

否認の理由は??
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被告の認否が法曹実務から乖離していること③
原告の主張
⑴ ＣＯ２排出実質ゼロの鍵を握る⽯炭⽕⼒発電
⽯炭⽕⼒発電所は、化⽯燃料である「⽯炭」を燃料とする

⽕⼒発電所である。その多くは、⽯炭を細かく粉砕してボイ
ラーで燃焼させて蒸気を発⽣させ、蒸気の⼒でタービンを回
転させて発電する⽅式を⽤いている（いわゆる「汽⼒発
電」、新設発電所もこの⽅式である。）。
⽕⼒発電所は燃料の燃焼に伴い⼤量のＣＯ２や⼤気汚染物

質を排出する。燃料によって含有する成分が異なることか
ら、⽯炭、⽯油、天然ガスのそれぞれの排出量は⼤きく異
なってくるが、⽯炭⽕⼒発電はたとえ⾼効率設備であって
も、発電電⼒１単位当たりの⽯炭⽕⼒発電からのＣＯ２排出
量は天然ガス⽕⼒発電の約２倍ある（ＣＯ２だけでなく、他
の⼤気汚染物質の排出も格段に多い）。このため、ＣＯ２排
出を実質ゼロとしていくためには、⽯炭⽕⼒からの早期の脱
却が不可⽋である。

認める

否認
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付陳がない以上は争って
いないということ︖



被告の認否が法曹実務から乖離していること④

 「争う」の意義
相⼿⽅の法律上の主張を認めない場合には、「争う。」と答弁

する。（司法研修所⺠事弁護教官室「８訂 ⺠事弁護の⼿引き
（増訂版）」１２０⾴参照）。

 ちなみに、
司法研修所とは、裁判官、検察官、弁護⼠になるための司法修
習などを担当している最⾼裁判所の機関である。
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法律上の主張
たとえば、「名誉毀損が成⽴する」という

主張は法律上の主張。なぜ、名誉毀損が成⽴
するのか、たとえば「××は○○という犯罪
を⾏ったというツイートをした」という主張
は事実主張である。



被告の認否が法曹実務から乖離していること⑤
被告の認否の⼀例（被告準備書⾯⑶の９⾴）
ウ 「⑶ ２０３０年⽬標・２０５０年⽬標を前
提としても⽯炭⽕⼒の新設はおよそ認められない
こと」について

全体として争う。

⇒訴状（１８⾴以下）の請求の原因「第４の４
⑶」に対して

全て法律上の主張??
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被告の認否が法曹実務から乖離していること⑥
 原告の主張（抜粋）
福島第⼀原発事故前の⽇本の⽯炭⽕⼒発電所は約１００機、設備容

量で４２００万ｋＷであった。前記経済産業省の⻑期需給⾒通しで
は、２０３０年度の電源構成における⽯炭⽕⼒の割合が２６％とされ
ているが、２０１６年度の実績で発電量に占める⽯炭⽕⼒の割合はす
でに３２％にも及んでいる。そのうえ、東⽇本⼤震災後、本件発電所
や神⼾製鋼の新設発電所など、５０の⽯炭⽕⼒発電所新増設が計画さ
れ、１３機が中⽌になったが、既に１２機が稼働し、２０１９年５⽉
現在で建設中あるいは環境アセス中の発電所建設計画は２５機であ
る。
特定⾮営利活動法⼈気候ネットワークの調査によれば、２０１７年

度の既存⽯炭⽕⼒発電所の設備容量は約４４００万ｋＷである。図９
は、これら既設の⽯炭⽕⼒発電所の設備容量に、上記のとおり、福島
第⼀原発事故後に計画された⽯炭⽕⼒発電所のうち、既に新設され稼
働している⽯炭⽕⼒と、現在建設ないしアセス中の２５機（１４２９
万ｋW）のすべてが建設され、これらが４０年稼働すると仮定した場
合の⽇本の⽯炭⽕⼒発電所の設備容量の推移を、技術別に⽰したもの
である。２０３０年でも現在の設備容量を上回り、⻑期エネルギー需
給⾒通しにおける２０３０年度の⽯炭⽕⼒の割合（２６％）すら⼤き
く上回ってしまうことは確実な状況にある
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⼀体としての国としての訴訟追⾏が求められて
いること①

本件訴訟の被告は「国」
国家⾏政組織法や内閣法の規定からすれば、被告は「⼀
体としての国としての訴訟追⾏」が求められている

原処分庁が経済産業省であるとしても、国の⾏政機関は
⾏政機関相互の調整、連携が要請されている以上は他の
国の⾏政機関の⾏為について知らないなどといったこと
はあり得ない
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⼀体としての国としての訴訟追⾏が求められて
いること②
被告の認否の⼀例（被告準備書⾯⑶の６⾴）
掲記の内容が掲載の気象庁ホームページに記載があるこ

と，気象庁作成の気候変動監視レポート２０１７に図３の
図が掲載されていることは認め，その余は不知

⇒訴状（８⾴）の請求の原因の「第４の１⑴」に対して
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内容に関しては認否を
留保するということ︖



⼀体としての国としての訴訟追⾏が求められて
いること③

原告の主張
温室効果ガスであるＣＯ２の⼤気中の濃度は⼯業化前の時点

では２７８ppmであったところ、２０１６年には４０３ppmと
なり、近年では年約３ppmの割合で増加し、２０１９年５⽉に
は４１５ppmに⾄っている（図２を参照）。気候変動に関する
政府間パネル（以下「ＩＰＣＣ」という。）第５次評価報告書
（２０１３年から２０１４年。以下「ＡＲ５」という。）によ
れば、世界の平均地上気温は産業⾰命前から約１℃上昇してお
り、⽇本では、１８８９年から１００年当たり１．１９℃の上
昇率で上昇し、産業⾰命前から１．５℃の上昇に近づいている
（図３を参照）。
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パリ協定や地球温暖化対策の
前提のはず…



被告の不誠実な認否の⼀例①
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訴状における原告らの主張と被告の認否

原告主張（訴状１３ないし１４⾴の抜粋）
⽕⼒発電所は燃料の燃焼に伴い⼤量のＣＯ２や⼤気汚染物質

を排出する。燃料によって含有する成分が異なることから、⽯
炭、⽯油、天然ガスのそれぞれの排出量は⼤きく異なってくる
が、⽯炭⽕⼒発電はたとえ⾼効率設備であっても、発電電⼒１
単位当たりの⽯炭⽕⼒発電からのＣＯ２排出量は天然ガス⽕⼒
発電の約２倍ある（ＣＯ２だけでなく、他の⼤気汚染物質の排
出も格段に多い）。

被告の認否（抜粋）
その余は否認する。
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公表資料と⽭盾した答弁①

後掲資料は経済産業省資源エネルギー庁が平成２７年
１１⽉に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第
１８回会合で資料として作成し、公表したもの

資源エネルギー庁は経済産業省の外局として設置（国
家⾏政組織法３条２項、経済産業省設置法１４条）
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公表資料と⽭盾した答弁②23

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/
council/basic_policy_subcommittee/018/pdf
/018_011.pdf



公表資料と⽭盾した答弁③24



被告の不誠実な認否の⼀例②
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訴状における原告らの主張

原告主張（訴状１５ないし１６⾴の抜粋）
⑴ ⽇本のＣＯ２排出量及び⽯炭⽕⼒発電からの排出量の推移
⽇本の２０１６年度の温室効果ガスの排出量、１３億７００万ト

ンのうち、ＣＯ２排出量は温室効果ガスの約９２％を占め、うちエ
ネルギー起源が９４％である。そして、エネルギー起源のＣＯ２排
出に占める事業⽤電⼒の割合はその４２％（ＣＯ２全体に占める割
合は３９％）にのぼっている。１９９０年以来、エネルギー転換部
⾨からの排出が顕著に増加しているが（図６参照）、なかでも事業
⽤電⼒からの排出が占める割合が増加している。
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被告の認否

原告らが掲げる図６が環境省作成のものであるとの限
度で認め，その余は不知ないし否認する。なお，原告ら
は，「なかでも事業⽤電⼒からの排出が占める割合が増
加している。」と主張するが，その主張の根拠が不明で
ある（なお，図６の「エネルギー…」は，電気事業者の
ほか，ガス事業者や熱供給事業者も含んでいる。）。
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原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと①

後掲資料は国⽴環境研究所の「⽇本の温室効果ガス排出量
データ（1990〜2017年度）」（甲２８）の最新版
（https://www.nies.go.jp/gio/archive/ghgdata/index.
htmlに掲載）

上記データは、経済産業省資源エネルギー庁作成の総合エ
ネルギー統計（エネルギーバランス表）の総合エネルギー
統計詳細表に基づく
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原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと②29



原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと③30

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/tota
l_energy/results.html



原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと④31



原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと⑤32

全部⾨の中で、エネ
ルギー転換部⾨は突
出して増加傾向



原告主張は経済産業省公表資料に基づくこと⑥

エネルギー転換部⾨からの排出が顕著に増加してお
り、エネルギー転換部⾨における排出量の９０％以上
を事業⽤発電が占めていることからすれば、「事業⽤
電⼒からの排出が占める割合が増加している」との原
告の主張と整合する（なお、製油所・発電所部⾨にお
いて事業⽤発電が占める割合も微増傾向）。

33 事業⽤電⼒
――――――――――――
エネルギー転換部⾨ ＝０．９

…年々、微増傾向



まとめ
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認否のあり⽅

客観的に争いようのない事実まであえて否認するよ
うなことは、効率的な訴訟運営を妨げるばかりでな
く、訴訟当事者⼜は訴訟代理⼈の⾒識を疑われるのみ
であるから、⾏うべきではない

（司法研修所⺠事弁護教官室「８訂 ⺠事弁護の⼿引
き（増訂版）」１２１⾴）。
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被告の認否の実際

⺠事訴訟規則を無視した認否
法律上の主張と事実主張を区別しない認否
経済産業省以外の省庁の報告等については内容の認
否を留保

経済産業省の過去の作成資料、公表資料と⽭盾する
答弁

経済産業省のデータに基づく原告主張を「根拠不
明」とする答弁
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被告及び裁判所に求める対応

被告
訴状に対する認否について撤回する等して、信義に

従い誠実な認否を⾏うべきである（⺠事訴訟法２条）。

裁判所
客観的に争いようのない事実については、適切な訴

訟指揮権の⾏使を求めるとともに、被告がその事実を
⾃⽩した場合⼜は⾃⽩したものとみなされる場合に準
じて取り扱うべきことを求める。
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